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電波監理審議会会長会見用資料                  

 

平成２０年６月１１日  

 

 

 

平成１９年度電波の利用状況調査の評価について 

（平成２０年６月１１日 諮問第２８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波政策課 

                         （末永課長補佐、久保係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７４ 
 



平成１９年度電波の利用状況調査の評価について

諮問第２８号説明資料
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（２）根拠条文： 電波法第２６条の２

（３）調査対象： 770MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯で、平成19年3月1日現在で開設してい
る国、地方公共団体及び民間が開設している無線局

（４）調査対象の無線局数(延べ数)： 約19,275.4万局（うち、調査票送付対象局約60万8千局）

（５）調査事項： 免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の導入
状況、他の電気通信手段への代替可能性 等

（６）調査方法： 全国１１の総合通信局等の管轄区域ごとに 免許情報を管理する総合無線局監
理システムデータベースの情報に基づいて行う調査、免許人に個別に調査票を
送付し、その報告に基づいて行う調査等を実施

（１）目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するために必要な周波数の再配分
等に資するため、次に掲げる周波数帯ごとに、おおむね３年を周期として電波の利
用状況を調査・公表し、国民の意見を踏まえ、電波の有効利用の程度を評価する。

「平成19年度電波の利用状況調査」の概要
M I C

・770MHz以下のもの
・770MHz超え3.4GHz以下のもの
・3.4GHz超えるもの
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免許情報を管理する総合無線局監理システムデータベース及び免許人から収集した個々の無線局に
関する調査結果を、各電波利用システムごとに分類し、全国及び１１の総合通信局等管内の地域ごと
に取りまとめる。

調査結果の取りまとめ方

【調査結果の取りまとめ例】

M I C

■ 950MHz帯音声ＳＴＬ／ＴＴＬ

■ パーソナル無線

770MHzを超え3.4GHz以下の周波

数帯を利用する個々の無線局情報
各電波利用システムごと、全国及び
各地域ごとに分類し、結果を取りまとめ7の周波数区分に分割
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調査結果の概要 （総合通信局等管内別の無線局分布（経年比較））
M I C



調査結果の概要 （各周波数区分における無線局数）
M I C

【1.71GHz超2.4GHz以下】 【2.4GHz超2.7GHz以下】

2GHz帯携帯無線通信は45,702,124局（57.78%)
1.7GHz帯携帯無線通信は32,863,246局（41.55%）

PHSは524,724局（0.66%）

それ以外（0.0031%以下）の内訳

PHS（基地局（登録局））

1,370
その他

（実験局等）
815

ルーラル加入者無線
248

衛星管制
13

N-STAR衛星移動
通信システム

39,936

2.4GHz帯
アマチュア無線

13,770

S帯衛星音声放送
3,183

その他

（実験局等）
432

道路交通情報
通信システム

（VICSビーコン）
2,933

2.4GHz帯移動体識別
（構内無線局）

1,062

【770MHz超960MHz以下】

800MHz帯携帯無線通信は

81,221,712局（99.52%）

それ以外（0.48%）の内訳

800MHz帯MCA
陸上移動通信

313,003 地域防災無線通信
31,962

パーソナル無線
27,944

特定ラジオマイクの
陸上移動局（Ａ型）

17,390

空港無線電話通信
3,009 その他（実験局等）

1,615

【960MHz超1.215GHz以下】

ATCRBS
（航空交通管制用

レーダービーコンシステム）
2,356

航空用DME/
TACAN
1,962

ACAS（航空機
衝突防止システム

1,129

その他

（実験局等）
29

RPM（SSR用）
21

【1.215GHz超1.4GHz以下】

1.2GHz帯アマチュア無線は

176,346局（99.86%）

それ以外（0.14%）の内訳

その他

（実験局等）

155
テレメータ・

テレコントロール
及びデータ伝送用
（構内無線局）

39

1.2GHz帯電波
規正用無線局

13

ARSR
（航空路監視レーダー）

11

災害時救出用
近距離レーダー

26

1.5GHz帯携帯無線通信は

3,169,937局（99.68%）

それ以外（0.32%）の内訳

【1.4GHz超1.71GHz以下】

1.5GHz帯MCA
陸上移動通信

92,676

その他

（実験局等）

392

イリジウムシステム

2,364

インマルサット
システム

6,101

【2.7GHz超3.4GHz以下】

3GHz帯船舶レーダー

709

ASR（空港監視レーダー）

31

その他

（実験局等）
55

位置及び距離
測定用レーダー（船位計）

6
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）①)
M I C

【770MHz超960MHz以下】
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）②)
M I C

【960MHz超1.215GHz以下】
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）③)
M I C

【1.215GHz超1.4GHz以下】
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）④)
M I C

【1.4GHz超1.71GHz以下】
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）⑤)
M I C

【1.71GHz超2.4GHz以下】
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）⑥)
M I C

【2.4GHz超2.7GHz以下】
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調査結果の概要 （無線局分布（経年比較）⑦)
M I C

【2.7GHz超3.4GHz以下】
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１ 有効利用の状況

平成19年度実施の770MHzを超え3.4GHz以下の周波数の利用状況調査
評価結果の概要 M I C

２. 新たな有効利用の必要性

パーソナル無線 ： 無線局数が著しく減少していることから、周波数の使用期限の設
定が適当。

800MHz帯映像FPU※2 ： 現行帯域でHDTV対応の高画質化が可能となるよう伝送容
量を拡大するため、狭帯域化が必要。
ラジオマイク ： チャネル数の増大のため、デジタル化が必要。
N-STAR衛星移動通信システム ： 隣接帯域を使用予定の広帯域移動無線アクセス

システムの、一部帯域での運用制限を解消するため、 端末の受信耐力の向上が必要。

950MHz帯音声STL※3/TTL※4 ： 電子タグシステム等の周波数需要に対処するため、
他の周波数帯への移行が必要。

需
要
増
へ
の
対
応

現行帯
域での
高密度
利用

他の周
波数帯
への移
行

需要低下
への対応

※1 TDD（Time Division Duplex)：時分割複信
※2 FPU (Field Pick-up Unit)：取材現場と中継基地局等を結び番組素材を伝送する移動無線回線
※3 STL (Studio to Transmitter Link)：放送局のスタジオと送信所を結び番組を伝送する固定無線回線
※4 TTL (Transmitter to Transmitter Link)：送信所と送信所を結び番組を伝送する固定無線回線

新たな技術の進展を踏まえ、ワイヤレスブロードバンドの実現やデジタル・ディバイドの解消に資する広帯域移動
無線アクセスシステムについて、導入のための技術基準や手続が整備されている。

急増する第3世代移動通信システムの周波数需要に対処するため、800MHz帯及び1.5GHz帯において周波数移
行等の有効利用方策が講じられている。 また、国際的に第3世代移動通信システム用として特定された2GHz帯
のうちの一部（TDD※1バンド）について、導入することが適当なシステムの検討が行われている。
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【携帯電話】
第３世代移動通信システムの周波数需要に対処するため、地上テレビジョン放送のデジタル

化に伴い空き周波数となる700MHz帯と900MHz帯を有効利用することとし、現在使用してい
る800MHz帯/900MHz帯からその一部である800MHz帯への移行・集約を進めることが必要。

【空港無線電話】
第３世代移動通信システムの周波数需要に対処するため、400MHz帯（デジタル方式）への

移行（平成22年5月31日まで）が確実に完了するよう、無線局数推移の注視が必要。

【ラジオマイク】
特定小電力無線局のデジタル方式の導入のため制度整備がなされており、免許局について

も、需要に対応してチャネル数を増大するため、デジタル方式の導入を検討することが必要。

【800MHz帯映像FPU】
地上テレビジョン放送のデジタル化に伴いHDTV対応の高画質化を図る必要があり、現在使

用している周波数帯域を拡大しないで伝送容量を拡大することを可能とする狭帯域化等の周
波数有効利用方策の検討が必要。

(1) 770MHz超960MHz以下

各システムの評価結果の概要（①）
M I C
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【パーソナル無線】
無線局数が著しく減少していることから、無線従事者資格が不要な簡易な無線システムを確

保することを前提に、現行の技術基準の適用期限である平成34年(2022年)11月30日を期限
として廃止することが適当。

【950MHz帯音声STL/TTL】
需要の増大が見込まれる電子タグシステム等の周波数需要に対処するため、放送事業用

60MHz帯及び160MHz帯を主な移行先として移行することが適当。移行期限については、他
の周波数帯での対応機器の導入可能性等を考慮し、平成27年度を目途とすることが適当。

【800MHz帯MCA陸上移動通信】
アナログ方式が減少する一方で、デジタル方式の普及が進んでいることから、アナログ方式

から デジタル方式へのシステム移行をより一層進めることが適当。

【地域防災無線】
第３世代移動通信システムの周波数需要に対処するため、260MHz帯（デジタル方式）への

移行（平成23年5月31日まで）が確実に完了するよう、無線局数推移の注視が必要。

各システムの評価結果の概要（②）
M I C



【携帯電話】
移動通信システムの周波数需要に対処するため、技術の進展を踏まえ、2GHz帯において

TDD方式を活用する移動通信システムの技術的な検討を進め、導入を図ることが適当。

(3) 1.71GHz超2.4GHz以下

【1.5GHz帯携帯電話】
第３世代移動通信システムの周波数需要に対処するため、1.5GHz帯MCA陸上移動通信の

割当周波数の削減により確保された周波数を含め、引き続き再編の検討を進めることが必要。

(2) 1.4GHz超1.71GHz以下

M I C
各システムの評価結果の概要（③）

【広帯域移動無線アクセスシステム】
一部の帯域で運用が制限されているが、これを解消するため、N-STAR衛星移動通信システ

ムの端末の受信耐力向上に向けた技術的検討が必要。

(4) 2.4GHz超2.7GHz以下(4) 2.4GHz超2.7GHz以下

1616
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この周波数帯の電波利用システムの多くは、国際的に使用周波数等が決められているシス
テムであることから、他の周波数帯への移行は困難。

ただし、レーダーについて、更なる周波数の有効利用に向けて、スプリアス低減技術等の開
発・導入を検討することが望ましい。

各システムの評価結果の概要（④）
M I C

※ 960MHz超1.215GHz以下、 1.215GHz超1.4GHz以下及び2.7GHz超3.4GHz以下(5) その他
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平成19年度調査システム一覧 （参考１）
M I C

※ 青字は無線局免許等を要しない電波利用システム
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電波法に定める
3,000GHz以下の周波数の
電波の利用状況の調査

周波数区分ごとの
電波の有効利用の

程度の評価

調査・評価結果を踏まえ、周波数の再編を実施

電波監理審議会への諮問

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 無線局の具体的な使用実態
〇 他の電気通信手段への

代替可能性 等

３年を周期として、次に掲げる
周波数帯ごとに実施
① 3.4GHzを超えるもの
② 770MHzを超え3.4GHz以下

（平成19年度調査対象）
③ 770MHz以下

調査及び評価結果の概要の公表

例
・現在、電波は有効に利用され
ている

・使用帯域の圧縮が適当
・中継系の固定局は光ファイバ
等への転換が適当

国民の意見

例
・新規の電波需要に迅速に対応
するため、 電波再配分が必要

・既存の電波利用の維持が必要

③の調査 ②の調査 ①の調査

H17 H16 H15

H20 H19 H18

H21・
・
・

・
・
・

電波の利用状況の調査、公表制度の概要 (参考２)
M I C



平成19年度調査の対象周波数帯の使用状況 (参考３－１)
M I C

470MHz～960MHz

20



M I C

960MHz～2300MHz

平成19年度調査の対象周波数帯の使用状況 (参考３－２)
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M I C

2300MHz～6500MHz

平成19年度調査の対象周波数帯の使用状況 (参考３－３)

22



電波の使用状況に関する補足説明

M I C

2300MHz～6500MHz

960MHz～2300MHz

470MHz～960MHz

平成19年度調査の対象周波数帯の使用状況 (参考３－４)

23



                                     資料 ２ 

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２０年６月１１日  

 

 

 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 
異議申立ての付議について 

（平成２０年６月１１日 付議第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  付議内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波環境課 

                         （大泉電波監視官、元村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９０５ 
 



付議第５号説明資料 

 

 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 

異議申立ての付議について 

 

 

１ 異議申立年月日 

  平成 20 年５月 16 日 

 

２ 異議申立人 

  個 人 (北川 勝浩） 

 

３ 異議申立てに係る処分 

  平成 20 年３月 17 日及び同年４月 21 日に官報告示した広帯域電力線搬送通信設

備の型式指定処分（計７件、詳細は別紙参照） 

 

４ 異議申立ての趣旨及び理由 

  現行の技術基準は、技術基準が科学的に誤っており、隣家における漏えい電界強

度を周囲雑音レベル以下に抑制し得ないので、一般家庭で使用された場合、隣家の

短波放送が保護されず、受信が障害を受けるため、放送を聴取する権利が侵害され

る。 

  現行の技術基準に基づく広帯域電力線搬送通信設備は、無線通信等への影響が少

ないと判断される設備ではなく、そもそも型式指定することはできない。 

  したがって、広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分の取り消しを求める。 

 

 

 

注：「型式指定処分」 

  広帯域電力線搬送通信設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣

の許可を受けなければならないこととされている（電波法第 100 条第１項第１号）

が、その型式について総務大臣の指定を受けた設備については、当該許可を受ける

ことなく設置することができる（電波法第 100 条第１項第１号かっこ書き及び電波

法施行規則第 44 条第１項第１号（１））。 
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（別紙） 

○ 平成 20 年３月 17 日付け総務省告示第 126 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

エム・ティ・アイ株式会社 

ＥＤＳＰ100 

第ＡＴ－08001 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

株式会社プレミネット 

ＰＬＡＭ2500Ｊ Ｒｅｖ．４ 

第ＥＴ－07012 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 

ＢＬ－ＰＡ300 

第ＨＴ－07005 号 

 

○ 平成 20 年４月 21 日付け総務省告示第 239 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

Ａｓｏｋａ Ｊａｐａｎ株式会社 

ＰＬ9660 

第ＡＴ－08002 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

シャープ株式会社 

ＢＢ－Ｚ001Ａ 

第ＥＴ－08001 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

シャープ株式会社 

ＢＢ－Ｚ002Ａ 

第ＥＴ－08002 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称

型式名 

指定番号 

パナソニックＣＣ宮崎株式会社 

ＭＭＤＰＳＡ100ＡＡＧ 

第ＨＴ－08001 号 
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 (参考) 

 

申立人の主張の概略は以下のとおり。 

 

１ 型式指定処分の根拠となっている現行の技術基準（電波法施行規則第46条の

２第１項第５号および平成18年総務省告示第520号）は、次の点で、科学的に

誤っており、隣家における漏洩電界強度を周囲雑音レベル以下に抑制し得ない。 

 従って、この技術基準を満たす広帯域電力線搬送通信設備が一般家庭で使用

された場合、隣家における短波放送の受信が妨害を受け、放送を聴取する権利

が侵害される。 

・ コンセントで測定したＬＣＬは漏洩電界の主要な原因である電力線に分

布する強い不平衡性によるディファレンシャルモード電流からコモンモ

ード電流へのモード変換を原理的に反映し得ない。 

・ ＩＳＮのＬＣＬを悪くしても、漏洩電界の主要な原因である電力線に分

布する強い不平衡性によるディファレンシャルモード電流からコモンモ

ード電流へのモード変換を原理的に模倣し得ない。 

・ コンセントのディファレンシャルモードから見た電力線のアンテナ利得

を無視している。 

・ 引込み線への漏洩を過小評価している。 

・ モデムのディファレンシャルモード信号を規制していない。 

・ 過大な周囲雑音レベルを仮定している。 

・ 我が国の住宅事情を無視した過大な離隔距離を仮定している。 

・ 多数の広帯域電力線搬送設備による累積効果を反映していない。 

 

２ 現行の技術基準に基づく広帯域電力線搬送通信設備は、無線通信等への影響

が少ないと判断される設備ではないので、そもそも型式指定することはできな

い。 
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（参照条文） 

 

○ 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

 （電波監理審議会への付議） 

第八十五条 第八十三条の異議申し立てがあつたときは、総務大臣は、その異議申

立てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなけれ

ばならない。 

 （審理の開始） 

第八十六条 電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、異議

申立てが受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。 

 

 （高周波利用設備） 

第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許

可を受けなければならない。 

 一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設

備（ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信

設備を除く。） 

 

○ 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号） 

（通信設備） 

第四十四条 法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に

掲げるものとする。 

一 電力線搬送通信設備(電力線に一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を重畳して通信

を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの 

(1) 定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は

六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものであつて、その型式に

ついて総務大臣の指定を受けたもの 

２ 前項第一号の(1)の総務大臣の指定は次に掲げる区分ごとに行う。 

二 屋内において、２ＭＨｚから３０ＭＨｚまでの周波数の搬送波により信号を

送信し、及び受信する電力線搬送通信設備（以下「広帯域電力線搬送通信設備」

という。） 
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従来から電力線搬送通信に利用

10kHz 450kHz 2MHz 30MHz

新たに高速電力線搬送通信で利用

・航空・海上通信
・短波放送
・アマチュア無線 等

ＰＬＣの利用周波数帯

１ 電力線を利用して通信するシステム。既に敷設済の電力
線を通信に利用するため、容易にネットワークの構築が可
能。

２ 電力線は、もともと通信信号を流すことを想定していない
ため、電波が漏れ易い。そのため、短波帯を利用する無線
通信との共存を図るために慎重な審議の上で、技術基準
を設定した。

Ｐ Ｌ Ｃ の 特 徴

高速電力線搬送通信（高速ＰＬＣ）の概要
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PLCの利用イメージ

ポイント
● 屋内利用に限定
● 漏れ電波の原因である電流値を制限した技術

基準を設定

ホーム
セキュリティ

接続の手軽さ

インターネット
アクセス

ＡＶネットワーク

家電機器管理

Internet

GW

高速電力線搬送通信（高速ＰＬＣ）の概要

6

http://www.rakuten.co.jp/e-style/698582/698585/#711436


高速ＰＬＣの導入に向けた制度整備

平成14年4月～7月

電力線搬送通信設備に関する研究会

平成16年1月

高速電力線搬送通信設備の実験制度の導入

平成17年1月～12月

高速電力線搬送通信に関する研究会

平成18年1月～6月

情報通信審議会審議（技術的条件の審議）

平成18年7月～9月

電波監理審議会(無線設備規則改正案の審議)
行政手続法に基づくパブリック・コメント

平成18年10月4日

改正省令等公布・施行

高速電力線搬送通信(高速ＰＬＣ)の導入に向けた制度整備
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高速電力線搬送通信（高速ＰＬＣ）設備の技術的条件

１ 非通信時
パソコンなどのＩＴ機器の許容値（ＣＩＳＰＲ２２）と等しくする

２ 通信時

（１） 利用周波数帯（２ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）
ＰＬＣ設備から漏えいする電波の強度が離隔距離において周囲雑音レベル以下

となるようにする

（２） 非利用周波数帯（１５０ｋＨｚ～２ＭＨｚ、３０ＭＨｚ～１０００ＭＨｚ）
パソコンなどのＩＴ機器の許容値（ＣＩＳＰＲ２２）と等しくする

ＰＬＣ設備の技術的条件

① 漏えい電波≦周囲雑音

漏えい電波の発生要因となる電流成分

③ 建築物の遮へい

② 距離による減衰

④ 電流成分の許容値

PLCモデム

電流成分の許容値 ３０ｄＢμＡ（２ＭＨｚ～１５ＭＨｚ）
２０ｄＢμＡ（１５ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）

・ 利用周波数帯（２MHｚ～３０MHｚ）における漏えい電波を一定の離隔距離において周
囲雑音レベル程度以下とする。

・ 非利用周波数帯における漏えい電波の許容値を、パソコンなどのIT機器の許容値と
等しくする。

基本的考え方
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省令等の一部改正 及び 関係告示の制定について

電力線搬送通信（PLC）設備は、従来から10kHz～450kHzを使用する設

備が利用されていた。今回、屋内において2MHz～30MHzを使用するPLC

設備に関して、次のとおり省令の改正並びに告示の制定及び改正を行っ

たもの。

① 電波法施行規則の一部を改正する省令

屋内において2MHz～30MHzを使用するPLC設備（広帯域電力線搬

送通信設備）を「型式の指定」に追加し、当該設備の技術的条件を定

めたもの。

② 無線設備規則の一部を改正する省令（電監審諮問案件）

屋内において2MHz～30MHzを使用するPLC設備を追加し、当該設

備の技術的条件を定めたもの。

③ 無線局免許手続規則の一部を改正する省令

②の設備について、申請書の様式等を定めたもの。

④ 「高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の

様式等」（平成14年総務省告示第544号）の一部を改正する告示

①の設備について、申請書の様式等を定めたもの。

⑤ 電力線搬送通信設備に関する測定方法を定める告示の制定

①及び②の設備の技術的条件に係る測定方法を定めたもの。

⑥ 周波数の範囲等を適用しない通信設備を定める告示の制定

PLC設備について、実験に係る条件について定めたもの。
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